
水田農業をめぐる情勢と生産の目安について 

 

令和３年２月１２日 

神奈川県農業再生協議会 

水田農業推進部会 

 

１．米をめぐる状況について  

（１）米の需要量及び販売価格の動向 

 ・主食用米の全国ベースの需要量は一貫して減少傾向にある。最近は人口減少等を背景

に年10万トン程度に減少幅が拡大。 

・米の販売価格は長期的に低下傾向で推移しているが、近年は堅調に推移。 

 

（２）令和２年産水稲の作付面積及び収穫量 

・令和２年産の主食用米の作付見込面積は、前年産（137.9万 ha）から 1.3万 ha減

少の 136.6万 haとなった。 

・全国の 10a当たり予想収量は 531kg（前年産 528kg）で、作況指数は「99」（前年

産「99」）、主食用米の予想収穫量は 723万トン（前年産 726万トン）となった。 

 

 

 

 



（３）令和２年産の水田における作付状況（確定値） 

・戦略作物等については、新市場開拓用米、米粉用米及び備蓄米の作付面積が増加する

一方、加工用米及び飼料用米が減少し、戦略作物等の合計の作付面積については、増

加となった。 

 

【全国の主食用米及び戦略作物等の作付状況】             （万 ha） 

 

主食用米 備蓄米 加工用米 

新規需要米 

飼料用米 WCS用稲 米粉用米 
新市場 

開拓用米 

R元年産 137.9 3.3 4.7 7.3 4.2 0.5 0.4 

R２年産 136.6 3.7 4.5 7.1 4.3 0.6 0.6 

 

（４）令和２／３年及び令和３／４年の主食用米等の需給見通し（速報値） 

・令和２年 11月公表された基本指針によると、令和２／３年及び令和３／４年の主

食用米等の需給見通しは以下のとおり。 

・２年産生産量は 723万ｔと見通され、最近では年 10万ｔ程度づつ減少している需

要量を踏まえ４年６月末の民間在庫数量を 200万ｔとするためには、３年産の生産

量を２年産比マイナス 30万ｔの 693万ｔ程度とする必要がある。 

 

 

 

（５）相対取引価格の推移（税込） 

 ・令和２年産米の 12月の相対取引価格は、14,896円／60kgとなっており、同月の年

産平均価格と比較すると 1,644円／60kg低い価格となっている。 

 ・全国的な米の需給状況と相対取引価格には相関関係があり、生産量の少ない本県で

あっても、販売価格にその影響を受けることとなる。 



 

（６）米の需給安定・経営安定のための施策 

 米の需給安定・米生産者の経営安定に関する主要な政策は以下のとおり。 

 

・米の需要が減少する中、需要に応じた主食用米の作付を行うとともに、需要のあ

る飼料用米等の本作化を進める。 

・また、産地において、あらかじめ積立てを行い、自主的に需給の安定に向け

て、長期計画的な販売や輸出など主食用米の他用途への販売を行う取組に対し

ても支援。 

・米価の変動等による収入減少については、収入保険又は収入減少影響緩和交付

金（ナラシ対策）で対応。 

 

  



２．本県水田農業をめぐる情勢について  

・本県においては「生産の目安」として示した生産量を２年連続で大きく下回る（２年

産目安 15,334ｔに対し収穫量 14,200ｔ、元年産目安 15,301ｔに対し収穫量 14,299

ｔ）状況である。 

・また、学校給食で使用する 3,500ｔ程度の半分以上を目指し設定している供給目標

2,000ｔに対して、令和２年産では 430ｔ不足の見通しである。 

 

【本県の作付面積及び収穫量等について】 

 作付面積（ha） 収穫量（ｔ） 生産の目安 

Ｒ２年産 2,990 14,200 15,334 

Ｒ元年産 3,040 14,300 15,301 

 

３．本県における生産の目安について  

（１）生産の目安にかかる今までの対応経過について 

 ・30年産米から再生協議会の任意の取り組みとなるにあたり、「神奈川県農業再生協

議会」が「生産の目安」を算定し、地域再生協議会等に通知することとした。 

 ・本県の 31年産米については、「生産数量目標廃止２年目で制度が不安定であるこ

と」、「31年産も地域別の生産の目安の提示が求められていること」から、県全体お

よび地域の生産の目安を提示することとし、学校給食会からの要望数量に対する供

給不足分を上乗せした地域ごとの目安を提示した。 

 ・令和２年産については、生産数量目標の廃止による制度移行が定着化したことなど

から、県全体の生産の目安を提示した。（目安の算定方法については 31年産と同様

の考え方） 

 ・また、令和３年産の県全体の生産の目安については、制度定着による生産者への不

利益がないこと等を確認のうえ、提示そのものを検討するとした。 

  

（２）令和３年産の生産の目安の算定の考え方について 

 ・令和２年産の生産の目安については、地域ごとの目安は示さないこととしたが、こ

の対応について地域再生協議会等からの意見は特段なかった。 

 ・生産の目安については、本県における主食用米の生産量が目安に達していないこと

や、目安の設定がなくとも経営所得安定対策等の施策に影響がないことから、県再

生協議会として、令和３年産以降生産目安は提示しないこととする。 

 

以上 

 

 


